
　大気や水へ排出される化学物質の量の割合(平
成17年度分）を、化学物質の排出源の種類ご
とに表示しています。全国に比べて川崎は工場

などからの排出量の占める割合がやや高くなっ
ています。 
※データの詳細は７ページへ 

金属の部品の表面に付着して
いる油分を洗い落とす作業です。
使用した洗浄液の一部は蒸発
して空気中へ排出されます。
（塩化メチレンなど） 

金属を溶かした液体に部品を
浸し、金属をコーティングす
る作業です。金属の液体は使
用後に適切に処理されてから
川や海へ出ていきます。（亜鉛、
銅、ニッケル、クロム、銀な
どの金属類） 

工場など 76％ 

71％ 20％ 9％ 

自動車など 18％ 
家庭 6％ 



　家庭で使用する乗用車、ひとやものを運ぶバ
スやトラック、クレーン車などの建設用車両な
ど、いろいろな自動車から排出されます。 
　ベンゼン、トルエン、キシレン、ホルムアル
デヒドなどが排ガス等に含まれて空気中へ排出
されます。 

　界面活性剤として、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその
塩、ポリオキシエチレンアルキルエーテルなどの成分が含まれて
います。家庭排水とともに下水処理されてから川や海へ出ていき
ます。たくさん排出すると魚類、藻類など動植物に影響を及ぼす
可能性があります。 

　防虫成分としてパラジクロロベンゼン等が使われており、この
物質は気体として空気中へ排出されています。シックハウス症候
群の原因物質の一つともいわれています。 





PRTR制度によって把握したデータです。 
工場からの排出は塗料やガソリンに含まれる 
キシレン、トルエンの順となっています。 

工場からの排出※1 （届出事業所分）1,575トン （平成18年度実績） 

家庭からの排出（推計分※2）260トン （平成17年度実績） 

川崎市内の各区における排出割合（届出＋推計分※2）（平成17年度実績） 

自動車などからの排出（推計分※2）726トン （平成17年度実績） 

※1　大気＋公共用水域＋埋立処分 
※2　推計の対象となっているのは届出対象外事業所、農地、移動体（自動車など）、家庭などからの排出量であり、神奈川県環境科学センターが推計を行いました。 
　　（排出量は平成20年4月1日現在のデータです。） 
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各物質の主な用途は、p-ジクロロベンゼン（衣料用防虫剤）、キシレ
ン（塗料・接着剤）、HCFC-141b（建築用断熱材の発泡剤）、イソプ
レン（たばこの煙）、エチルベンゼン（塗料）です。 




